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㸯 ⥴  ゝ

 高次脳機能障害に対する就労支援について、」ᩘの支援

機関が㐃ᦠして支援を行っていくことは可Ḟとされてい

る1)。各就労支援機関と㐃ᦠし、就労に⮳った支援事例の

報告もᩓ見される。しかし、་⒪機関から就労支援機関を

⤒て復職に⧅がるまでの、一㐃のシームレスな支援のὶれ

を示した事例の報告は見ཷけられない。ᅇ、་⒪機関か

ら就労支援機関へのシームレスな㐃ᦠを⤒て復職に⧅がっ

た事例を⤒㦂した。支援⤒㐣を後方ど的に検ドし、シーム

レスな㐃ᦠを行う上でのポイントについて⪃ᐹを㏙べる。 

 

㸰 例 

44歳男性（㆙ഛ会社務、㆙ഛဨ）。㹖年務୰㌴にࡦ

かれཷയ（業務労⅏）、ࡧまん性㍈⣴ᦆയ。㹖㸩㸯㹼㸴ࣨ

月ᅇ復ᮇ病㝔にて入㝔リࣅࣁリ。㹖㸩㸴ࣨ月㹼当㝔にて外

᮶リࣅࣁリ⥅⥆。⚄⤒ᚰ理学的所見�表㸯)は、外᮶リࣅࣁ

リ開ጞ当ึにおいて、記憶障害（ゝㄒ性記憶、㐜ᘏ生）、

注意障害（選択㺃㓄分㺃㌿性注意、ฎ理㏿度）、⚄⤒⑂労

がṧᏑ。例の特ᚩとして、記憶㺃注意のࣕ࢟パシࢸ

（ᐜ㔞）が⊃く、また⚄⤒⑂労が記憶㺃注意機能にᙳ㡪を

きたしやすい≧ែであった。本人、ጔとも復職をᕼᮃして

いるが、復職に際してᏳをᢪえていた。 

表㸯 ⚄経ᚰ理Ꮫ的ᡤぢ 

 㹖㸩㸴ࣨ月�外᮶リࣁ開ጞ) 

:$I6-Ϫ ゝㄒ性I484 動作性I457 )I468 

ゝㄒ理解99 知ぬ⤫合61 作動記憶65 

ฎ理㏿度52 

:M6-5 ゝㄒ57 どぬ87 一般61 

注意87 㐜ᘏ50ᮍ満 

5%M7 ᶆ‽プロフール 7�24点 㔜度記憶障害 

スクリーࢽング 5�12点 

7M7 $�81⛊�正⟅) %：179⛊�ㄗ⟅) 

%$'6 年㱋補正88点 ༊分㺀平均下㺁 

 

３ 復職ᨭ経過 

 支援⤒㐣を第Ϩᮇ㹼第ϫᮇに示す。 

(1) ➨䊠ᮇ（㹖㸩㸴㹼1�ࣨ᭶）་⒪ᶵ㛵ෆでのᑐᛂ 

 㹖㸩㸴ࣨ月ᅇ復ᮇ病㝔の㏥㝔調ᩚに際して、高次脳機能

障害支援センター（以下「当支援センター」という。）へ

入౫㢗があり、復職に際したアセスメントを実施した。

この時点では、㺀業務労⅏でありఇ職ᮇ間は特にないと職

場からゝわれている㺁といった≧ἣから、復職までに時間

的⊰予があることが分かり、㏥㝔後は外᮶リࣅࣁリ⥅⥆を

່めた。 

外᮶リࣅࣁリでは、認知機能や障害の自ᕫ認識向上、代

ൾ手段⋓得が図られた。また、後の⛣動手段として、බ

共通機関利用練習が進められ、ࣂス通㝔が可能となった。

当支援センターでは、復職に際したアセスメントも⥅⥆し

て行い（表２）、労⅏の≧ᅛ定までのᮇ間を⪃៖した上

で、ཷയより２年内での復職を目ᶆとした。しかし、復職

時の業務内ᐜについて、職場は㆙ഛ業務をイメージしてお

り、この時点では具体的に決まらなかった。 

表㸰 復職に際したアセスメントෆᐜ 

時間的

⊰予の 

確認 

ఇ職ᮇ間 労⅏終了後�≧ᅛ定後)は会社

つ定のఇ職ᮇ間�㸴ࣨ月Ḟ㸩㸯

２ࣨ月ఇ職) 

所得保障

ᮇ間 

業務労⅏によるఇ業補ൾ⤥�

≧ᅛ定まで) 

職場の 

ཷ入れ 

ែໃ 

職場意見 ࡺっくり⒪㣴していい 

復職プロ

グラム 

リࣅࣁリ出はできるかうか

ఱともゝえない 

必要な 

能力 

㆙ഛဨの仕事ができるかうか

�㌴の㐠㌿はၥわない) 

復職支援

事例 

㛗ᮇ⒪㣴を⤒て復職してくる

ケースはึめて 

(2) ➨䊡ᮇ（㹖㸩1�ࣨ᭶㹼）་⒪ᶵ㛵ࡽᑵປ⛣行ᨭ 

外᮶リࣅࣁリにて、ᗣ≧ែ㺃生活リࢬムのᏳ定、⛣動

手段の⋓得、障害の自ᕫ認識の向上といった職業‽ഛ性が

ᩚったので（表３）、㹖㸩15ࣨ月㹼就労⛣行支援事業所

（ክつ࡙きのᐙ）へと当支援センターから⧅ࡂ合わせた。

就労⛣行支援事業所では、㸯᪥仕事をするための体力（作

業⪏ஂ性）の向上、代ൾ手段やコ࣑ュࢽケーションス࢟ル

の実践活用、障害の自ᕫ認識を῝めるといった、職業‽ഛ

性をさらに向上することを目ᶆとした。 

 利用開ጞ当ึは⚄⤒⑂労のᙳ㡪から⑂労がᙉかったが、

ᚎࠎに作業⪏ஂ性がቑし⑂労も軽減してきた。しかし、一

度の口頭指示での理解の困難さ（注意㺃記憶障害）や作業

スࣆーࢻの㐜さ（ฎ理㏿度低下）といった課題が生じてい
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た。一方、㺀⧞り㏉し行い体感的に身にくことで作業が

できるようになっていく㺁といったことがわかり、就労能

力のアセスメントにも⧅がった。 

(�) ➨䊢ᮇ（㹖㸩1�ࣨ᭶㹼）ᑵປ⛣行ᨭࡽᆅᇦ㞀ᐖ

⪅職業センター 

 就労⛣行支援事業所利用にて、作業⪏ஂ性や障害の自ᕫ

認識の向上といった職業‽ഛ性がさらに向上したので（表

３）、外᮶リࣅࣁリと就労⛣行支援事業所をే用しつつ、

㹖㸩18ࣨ月㹼�復職目ᶆの༙年๓)ᆅᇦ障害者職業センター

（以下「職業センター」という。）へと当支援センターか

ら⧅ࡂ合わせた。職業センターでは、職業┦ㄯ㺃ホ౯で就

労能力の⢭査、職業‽ഛ支援で障害の自ᕫ認識や代ൾ手段

活用の῝を目ᶆとした。 

職業‽ഛ支援にあたっては、職業センターを୰ᚰに、職

場に対して復職時の業務内ᐜのษり出し作業をࢧポートし

た。⤖果、復職時の業務内ᐜを㆙ഛ業務Ѝ社内Ύᤲ業務と

事務補ຓへと変え、模擬練習を行っていくことになった。

注意㺃記憶障害のᙳ㡪から口頭指示だけでは作業にᢤけが

生じるため、メモや手㡰書活用をಁし、⚄⤒⑂労に対して

はタイマーを使ってఇ᠁時間を設けるな、障害の自ᕫ理

解をಁしつつ、代ൾ手段活用の定╔を図った。⤖果、༑

分な点はṧるものの、メモや手㡰書の活用やタイマーによ

るఇ᠁時間の管理が定╔しጞめた（表３）。 

表３ 職業‽ഛ性の変 

 外᮶後 就労⛣行後 ‽ഛ支援後 

ᗣ≧ែ Ᏻ定   

生活リࢬム Ᏻ定   

通手段 ࣂス利用   

作業⪏ஂ性 明 1᪥職務可  

仕事の意ḧ あり   

対人㠃 ၥ題なし   

Ẽ࡙き段㝵 体㦂的 予 的  

ͤ体㦂的Ẽ࡙き：≧とኻᩋ体㦂を⤖ࡧつけることが可能 

 予 的Ẽ࡙き：ኻᩋを予 して対ᛂできる 

(�) ➨䊣ᮇ（㹖㸩2�ࣨ᭶㹼）リࣅࣁリฟࡽ復職 

 㹖㸩25ࣨ月㹼職場、労働ᇶ‽┘╩署の了解を⤒た上で、

職業センターを୰ᚰにリࣅࣁリ出を組み❧てた。リࣅࣁ

リ出୰は、就労⛣行支援事業所と障害者就業㺃生活支援

センター（ࡩっとわーく）が、定ᮇ的に職場ゼၥを行い、

᪥報で課題をᩚ理、各支援機関と情報を共有しながら本

人㺃職場のフォローアップを行った。 

 リࣅࣁリ出では、⚄⤒⑂労に対して⦆ᚎに務時間㺃

᪥ᩘをቑやし、アラームでఇ᠁時間を管理することでᚎࠎ

に⑂労をコントロールできるようになった。また、注意㺃

記憶障害のᙳ㡪からΎᤲ作業のᢤけが生じていたため、手

㡰書の活用をಁした。手㡰書を活用する୰でᚎࠎに手⥆き

記憶へと⛣行し、業務のᏳ定へと⧅がっていった。 

 㹖㸩31ࣨ月㹼（ཷയより約２年༙）㓄置㌿にて復職。

復職後３㹼㸴ࣨ月は職業センターからのジョブコーࢳ支援

を୰ᚰに、就労⛣行支援事業所や障害者就業㺃生活支援セ

ンターが入してフォローアップを行い、㸴ࣨ月以㝆は障

害者就業㺃生活支援センターがフォロー⥅⥆予定である。 

 

４ 考ᐹ 

 ᅇ復職に⮳った要ᅉとしては、ከ職種が関わる୰で、

シームレスな㐃ᦠが行えたことが࢟ーであったと⪃える。

以下、シームレスな㐃ᦠを行う上でのポイントを㏙べる。 

(1) ་⒪ᶵ㛵でのᑐᛂ 

 ཷയ㺃発後の復職支援のスタートは་⒪機関である。

復職には་⒪機関の᪩ᮇからの働きかけが㔜要とされてい

る2)。་⒪機関では、ᚰ身機能や$'/改善に目が向きがち

だが、㺀ఇ職ᮇ間㺁㺀所得保障ᮇ間㺁について᪩ᮇからアセス

メントを取り、以㝆の復職支援の見❧てを作ることが求め

られると⪃える。 

(2) ་⒪ᶵ㛵ࡽᑵປᨭᶵ㛵の⧅ࡏࢃྜࡂ 

 ་⒪機関と職業センターにおける㐃ᦠ上の課題が報告さ

れており3)、ᅇ復ᮇ病㝔㏥㝔後すぐに、就労に向けた‽ഛ

が༑分なまま職業センターに復職支援の౫㢗があったな

、具体的な報告もある4)。シームレスな㐃ᦠを行う上では

職業センターのみならず、各就労支援機関の機能を理解し

た上で、職業‽ഛ性およࡧ復職ᮇ㝈に合わせた適ษなタイ

合わせていくࡂ⧄ングで、་⒪機関から就労支援機関へ࣑

ことが必要と⪃える。 

 

㸳 結ㄒ 

┴内の⌧≧としては、་⒪機関と就労支援機関の㐃ᦠが

༑分とはゝえない。年度より㺀高次脳機能障害に対する

ከ職種事例検討会㺁を実施しており、後当支援センター

として、┴内の་⒪機関㺃就労支援機関のシームレスな㐃

ᦠ体ไᵓ⠏を図っていく。 

 

【参考文献】 

1)田ᕝᜤᏊ�高次脳機能障害者に対する就労支援の進め方�

㺀 -2851$/ 2) &/I1I&$/ 5(+$%I/I7$7I2123�11) 㺁 �p.1052-

1058��2014) 

2)㇏Ọᩄᏹ�職場復帰のためのリࣅࣁリࢸーション㸫脳血管障害

者の㏥㝔時における職場復帰可ྰの要ᅉ�㺀᪥職⅏་ㄅ56㺁，

p.135-145��2008) 

3)田㇂男�高次脳機能障害に対する理解と◊✲モデル事業のヨ

行�㺀職リࣁネット࣡ーク60㺁�p.5-8��2007) 

4)ᮧஂᮌὒ一�高次脳機能障害者を主な利用者とする就労⛣行

支援事業所とᆅᇦ障害者職業センターの㐃ᦠに関する一⪃ᐹ�

㺀第26ᅇ職業リࣅࣁリࢸーション◊✲㺃実践発表会発表ㄽ文

集㺁�p.144-145��2018) 

－41－



㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖ⪅のᑵປᨭ・♫復ᖐᨭにࡴけてࡗࠊでのྲྀࡳ⤌ࡾ 
㹼でࡁることの╔目と⮬ᕫỴᐃ㹼 

 

 （ス管理㈐௵者ࣅーࢧ っの森 理事�就労支援センターっ特定㠀Ⴀ利活動法人）平ᒣ Ụۑ
 

㸯  ࡵࡌࡣに 

特定㠀Ⴀ利活動法人っの森では、2007年㸷月から就

労⛣行支援事業所として、就労支援センターっ（以下

という。）を開ጞし、年で12年が⤒㐣。当ึ「っ」

から「自分を知る」「仕事を知る」「業を知る」をࢸー

マにトレーࢽングを実施。障害や病Ẽからくる「生き࡙ら

さ」にᐤりῧいながら「その人らしく」「できること」を

事に、ಶࠎの目ᶆに向かって取り組んでいる。 

 

㸰 今ᅇのⓎ表の目的とෆᐜ 

2007年からの12年間で、これまでの利用者ᩘは、ᘏべ

170ྡ（⌧利用者ྵ）。その主となる障害種別の内ヂは、

高次脳機能障害113ྡ（66㸣）、知的障害40ྡ（23.5㸣）、

発㐩障害 㸳ྡ（2.9㸣）、⢭⚄障害㸳ྡ（2.9㸣）、身体

障害㸲ྡ（2.4㸣）、若年性認知３ྡ（1.8㸣）となって

いる。 

利用者の内、高次脳機能障害者の利用者は事業開ጞか

らの㸳年間は年度平均6.6ྡ（50.1㸣）であったが、㐣ཤ

㸳年間は年度平均11.2ྡ（82.5㸣）となっている。 

 ᅇ、っを利用している高次脳機能障害者113ྡの

≧ἣについて、⤫ィとこれまでの取り組み、そこから⪃え

られることを報告する。 

 

３ 㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖ⪅の用≧ἣ 

(1) ཷ㞀ཎᅉとཷ㞀ᖺ㱋 

事ᨾ等による頭部外യ26ྡ（23㸣）、脳出血23ྡ

（20.4㸣）、脳᱾ሰ17ྡ（15㸣）、くも⭷下出血13ྡ

（11.5㸣）、脳⭘⒆11ྡ（9.7㸣）、脳⅖ᝈ等21ྡ

（18.6㸣）、明２ྡ（1.8㸣）。 

ཷ障年㱋は、10歳ᮍ満㸵ྡ（6.2㸣）、10代12ྡ

（10.6㸣）、20代19ྡ（16.8㸣）、30代26ྡ（23㸣）、40

代27ྡ（23.9㸣）、50代19ྡ（16.8㸣）、60代２ྡ

（1.8㸣）、明㸯ྡ（0.9㸣）。 

ഴ向として、頭部外യ者は10代から30代でのཷ障がከく、

脳内出血者は30代後༙以上でのཷ障がከくみられた。 

 用㛤ጞᖺ㱋ࡗ (2)

10代㸯ྡ（0.9㸣）、20代17ྡ（15㸣）、30代29ྡ

（25.7㸣）、40代33ྡ（29.2㸣）、50代30ྡ（26.5㸣）、

60代３ྡ（2.7㸣） 

(�) ཷ㞀ࡗࡽ用㛤ጞࡲでのᖺ  ᩘ

㸯年ᮍ満23ྡ（20.4㸣）、㸯㹼２年ᮍ満19ྡ（16.8㸣）、 

２㹼３年ᮍ満22ྡ（19.5㸣）、３㹼㸳年ᮍ満13ྡ

（11.5㸣）、㸳㹼10年ᮍ満㸵ྡ（6.2㸣）、10㹼20年ᮍ満

17ྡ（15㸣）、20年以上11ྡ（9.7㸣）、明1ྡ

（0.9㸣）。 

利用までの年ᩘが㛗い方は、ᑠඣ時ᮇのཷ障や高次脳機

能障害の認知度がまだ低い時ᮇのཷ障の方である。 

(�) 性  ู

男性94ྡ（83.2㸣）、ዪ性19ྡ（16.8㸣）となっており、

ᅽಽ的に男性の利用がከい⌧≧である。 

(�) 㞀ᐖ⪅手ᖒྲྀᚓ≧ἣ 

⢭⚄保福祉手ᖒ70ྡ（62㸣）、身体障害者手ᖒ25ྡ

（22.1㸣）、⢭⚄保福祉手ᖒ・身体障害者手ᖒ13ྡ

（11.5㸣）、手ᖒなし㸳ྡ（4.4㸣）。障害者手ᖒのない

方は主་のデ᩿書にてっを利用。 

 

４ ᶵ㛵との連ᦠ 

につながるきっかけでは、་⒪機関43ྡっ

（38.1㸣）、障害者職業センター15ྡ（13.3㸣）、ᙺ所等

の行ᨻ機関14ྡ（12.4㸣）、自❧カ練㸷ྡ（8.0㸣）、┦

ㄯ支援事業所㸵ྡ（6.2㸣）、能力開発ᰯ㸳ྡ（4.4㸣）、

ロー࣡ーク㸲ྡ（3.5㸣）、┤᥋11ྡ（9.7㸣）、そのࣁ

㸳ྡ（4.4㸣）。 

་⒪機関と関わることで、≧のᢕᥱと理解、適ษな対

ᛂにつながるⅭ、可能な㝈りケース会㆟やデᐹのྠᖍを実

施。また、་⒪情報である、デ᩿書やリࣅࣁリࢸーション

ィ⏬報告書を一⥴に確認することで、本人の病識の≧ែや

必要なトレーࢽングへのẼきにつながりやすくなった。 

必要な時に必要な‽ഛや対ᛂをするⅭに、ᵝࠎな❧場、

関ಀ者との㐃ᦠが可Ḟである。 

 

㸳 ࡗのྲྀࠊࡳ⤌ࡾプࣟグ࣒ࣛについて 

(1) プࣟグ࣒ࣛのព 

ఱのⅭに、ఱを目的に取り組むのか、やらされているの

ではなく、自分でやることを決めて取り組む。 

ẖ時間、各プログラムの開ጞ時に、目的の確認をしてい

る。ẖ時間ྠじことを確認しながら、プログラムの意を

知り、取り組む。そして、トレーࢽングとして取り組みな

がら改善の手ࡈたえをつかむ。手ࡈたえをう得るか、自

分の⌧≧にうẼき、工夫につなげられるか。そのⅭに、

ᵝࠎなプログラムを通してẼきを事にしている。 
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 ࡁのẼࡽࡳ⤌ࡾྲྀ (2)

記憶の補完や段取りの確認として、ဨがメモリーノー

トを使用し、メモの習័につなげている。必要性を感じて

なくても、㐌に㸯ᅇメモリーノートを確認する時間をプロ

グラムと設けている。「後で書く」や「ぬえているから

夫」では定╔が難しい。㸯㐌間の記㘓や予定等をⓙで確

認することで、ᛀれていることへのẼき、書いていたこ

とでᙺに❧った⤒㦂、ẖ㐌⧞り㏉し実施することが習័に

つながりやすい。᭱終的には、予定や仕事内ᐜ等をᢕᥱし、

情報の自ᕫ管理ができることを目ᶆとしている。 

作業㠃では、࣡ークࢧンプルᖥᙇ∧を取り入れ、⡆᫆∧

からカ練∧を実施しながら、その方の得意得意や特性か

らくるഴ向を確認している。 

遂行機能のトレーࢽングとして行事を年３ᅇ実施。᪥時

のみ指定し、そのの実施内ᐜに関すること、ఱをやるか

ㄡと担当するか予⟬や段取りはうするかはⓙでヰし合っ

て決めていく。発ゝ力のある方の意見にᘬっᙇられたり、

イメージがつかなくఱ度もྠじことを⪺いてはその㒔度意

見や方向性が変わる、者とのᢡり合いをつけることが難

しくヰし合いへの参加が難しくなる等、ᵝࠎな㐣⛬を㋃み

実施となる。実施後のり㏉りでは課題となるような意見

はあまり出ないことがከい。それでも、約㸯ࣧ月㸳㹼㸴ᅇ

かけてヰし合うことで、ಶࠎのẼきや変は見られる。 

支援においては、ᵝࠎな予 （想定）はするが、ඛᅇり

をした‽ഛはしない。本人がఱかに困る、できないことに

┤㠃することで、うすれࡤⰋさそうなのかを⪃え、Ẽ

くことで次へのスࢸップ、トレーࢽングにつながる。そし

て、できたことはᙉみとしていく。 

 

㸴 ᑵປに向けての活  ື

からᚐṌ15㹼20分⛬の場所にあるっロー࣡ークはࣁ

Ⅽ、っの活動時間の୰で行き「就職に向けて」という

プログラムの୰で活動報告をする。に業見学や実習の

実施報告も行う。報告の୰から情報を得たり、就労に向け

て動き出すきっかけになることもከい。 

୰でも、実習はきな効果がある。体力、脳⑂労、指示

理解、段取り、記憶、注意、集୰等、ᵝࠎなことが確認で

き、仕事の຺を取りᡠすとても㈗㔜な場である。 

 

㸵 㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖ⪅のࡗ用⤊⪅ ��ྡ（⌧用

୰の1�ྡ㝖ࡃ）の≧ἣ 

終了時の≧ἣは、次のとおり。 

一般業就労者39ྡ（40.6㸣）、復職者15ྡ（15.6㸣）、

就労⥅⥆$型15ྡ（15.6㸣）、就労⥅⥆%型㸶ྡ（8.3㸣）、

障害者職業センターカ練３ྡ（3.1㸣）、ᅾᏯ・求職活

動２ྡ（2.1㸣）。≧のᝏや事業所への⛣動、㌿ᒃ

等による㏵୰㏥所者は14ྡ（14.6㸣）。 

 

㸶 ᑵປ⪅ ��ྡ（復職・Ａᆺ事業ᡤྵࡴ）≧ἣ 

(1) ᑵປࡲでのࡗ用ᮇ㛫 

３ࣨ月ᮍ満㸳ྡ（7.2㸣）、３㹼㸶ࣨ月20ྡ（29.1㸣）、

㸷㹼16ࣨ月11ྡ（15.9㸣）、17㹼24ࣨ月32ྡ（46.4㸣）、

31ࣨ月㸯ྡ（1.4㸣）。 

いずれの就労形ែでも、利用ᮇ間は17㹼24ࣨ月がከい。 

(2) 職✀ 

一般業就労者39ྡ୰、事務補ຓが12ྡ（30.8㸣）と᭱

もከい。次いでㆤ施設でのΎᤲや環境ᩚഛ・補ຓ業務が

㸴ྡ（15.4㸣）となっている。は、学ᰯやᙺ所等の行ᨻ

機関、Ύᤲ業務、工場内〇㐀、ᑠᗑでのࣂックࣖーࢻ作

業やရ出し作業、自動㌴メーカーでのὙ㌴作業、㣧㣗ᗑで

の調理᥋ᐈの業務にᚑ事している。 

復職者は、職種や働き方が変᭦となる方がከい。Ⴀ業か

ら内（事務補ຓ等）への変᭦。ྠᮇが上ྖになる場合も

ある。ᚰ情的なᢡり合いをつけるまで、時間がかかる方も

いるが、できなくなったことよりもできること、工夫や㓄

៖によってできることをᢕᥱし、伝えていく必要がある。 

支援者は、障害や病Ẽへの理解とともに、会社の仕組み

や仕事に関して知ることが事であり、会社との調ᩚ力が

求められる。 

(�) 㸴ࣨ᭶ᐃ╔⋡ 

務開ጞ㸴ࣧ月に㐩成していない３ྡを㝖いた、66ྡ୰、

㸴ࣨ月の⥅⥆就労者は59ྡで89.4㸣の定╔⋡となっている。 

高い定╔⋡は、っのࢸーマである「自分を知る」

「仕事を知る」「業を知る」から⪃える仕事のマッࢳン

グと自ᕫ決定、そしてフローアップと⪃える。 

(�) フォࣟーアップ 

では年㸲ᅇ「ඛ㍮会」を実施。ẖᅇ25㹼35ྡの༞っ

業したඛ㍮が参加。⌧利用者がඛ㍮に⪺きたいことをᢞげ

かけ⟅えて㡬く。ඛ㍮ྠᚿも仕事場では伝えきれないこと

をヰす。そこにはࣆアのきな力が発生する。 

「ඛ㍮会」以外でも、仕事のఇみや帰り、通㝔後等に

に❧ちᐤる方が、月㸶㹼10ྡにもなる。いつでも㢦っ

を出せる、ヰができる、ࡩらっと❧ちᐤった時にᏳᚰでき

る場となっているようである。 

 

【連絡先】 

平ᒣ Ụ 

特定㠀Ⴀ利活動法人っの森 就労支援センターっ 

7el：022-797-8801 

e-mail：Kop@mirror.oFn.ne.jp 
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ᙜタに࠾ける㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖ及び㔜ᗘ身య㞀ᐖ⪅の復職ᨭの1例 
 

 ⣽ᕝ ៅ （ᒾ手┴社会福祉事業ᅋ ᒾ手┴❧⒪育センター 障がい者支援部 生活支援ဨ）ۑ

ⴱす 㑻（ᒾ手┴社会福祉事業ᅋ ᒾ手┴❧⒪育センター） 

田୰ ⱱᶞ・㰻⸨ ㈗（ᒾ手┴社会福祉事業ᅋ ᒾ手┴❧⒪育センター 障がい者支援部） 
 

㸯  ࡵࡌࡣに 

身体障がい者が就労する際は、㐠動麻痺・高次脳機能障

害なの機能障害だけではなく、生活環境やᐙ᪘・⤒῭≧

ἣ、仕事の内ᐜや職場環境、職場の理解なᵝࠎなᅉᏊが

ከく関わってくる。また、ಶ人によって障害による困難さ

や能力、とりまく環境が␗なるため、ಶࠎに合わせた支援

を行う必要がある。 

例は、当施設の利用開ጞ๓より、復職のᕼᮃがあった。

しかし、ྑ⿕Ẇ出血により、㔜度の左∦麻痺と高次脳機能

障害を࿊しており、また、自ᕫホ౯が低く実際のできる能

力とのᕪがみられた。そのような≧ἣの୰、自❧カ練（機

能カ練）から就労⛣行支援を⥅⥆的に利用した⤖果、自身

の能力にẼ࡙き、教ဨ（⌧職）への復職を行うことができた。 

約㸯年༙の入と例の身体・⢭⚄的変について、

のように各関ಀ機関が㐃ᦠして支援を実施したか、例を

通して報告する。 

 

㸰 理㓄៖ 

本例報告については࣊ルシン࢟ᐉゝにᇶ࡙き、目的と

㊃᪨、ಶ人情報の保ㆤに関する説明をࡈ本人とࡈᐙ᪘へ書

㠃と口頭にて行い署ྡにてྠ意を得た。 

 

３ 例⤂ 

（ᖺ㱋）50代 男性 

（デ᩿ྡ）ྑ⿕Ẇ出血 

（㞀ᐖྡ）左∦麻痺、高次脳機能障害 

（ᐙ᪘ᵓ成）発๓は一人ᬽらし。⌧ᅾは୧ぶ・ᘵと㸲

人ᬽらし。 

（職業経Ṕ）୰学ᰯ教ㅍにᚑ事 

（ニード）身体機能を向上させ、᭱終的には職場復帰を目

指したい。 

（⌧Ṕ）平成[[年10月10᪥༗後に務ඛの୰学ᰯへ仕事

に行く。職ဨᐊで仕事をしていた際に、左༙身の⬺力を

自ぬされ、保ᐊの࣋ッࢻでఇんでいた。そのまま動け

なくなり、11᪥ᮍ明に㆙ഛဨが本人を発見後にᩆᛴ要ㄳ

し、Ａ病㝔にཷデする。頭部㻯㼀でྑ⿕Ẇ出血（㻯㼀分㢮

ϩE、血⭘㔞37FF）を認めྠ᪥入㝔となる。12᪥に開頭

血⭘㝖ཤ⾡を施行する。ྠ年11月㸵᪥にＢ病㝔へᅇ復ᮇ

リࣅࣁリࢸーション目的で㌿㝔する。平成[[年３月13᪥

に自Ꮿへ㏥㝔となった。ྠ年㸲月11᪥より当施設の利用

を開ጞする。開ጞ当ึは㐌３ᅇの利用であったが、ᚎࠎ

に利用ᅇᩘがቑえ、᭱終的には㐌㸳ᅇの利用となった。 

（職場ࡽの情報）発から༙年は病Ẽఇᬤᢅい。以後３

年間はఇ職可能なᮇ間である。また、復職の際はඖの㉱

௵ᆅへᡠることが᮲௳である。 

  

４ リࣅࣁリࢸーションホ౯ 

（身యᶵ能・᪥ᖖ⏕活ື作） 

㉳ᒃ動作：自❧（麻痺ഃには可） 

入ᾎ動作：Ὑ体、Ὑ㧥時にຓが必要 

㣗事動作：㣗事は自❧。‽ഛ等はᐙ᪘が実施。 

Ṍ行動作：下⭣具（㻭㻲O）㸩㼀㻙c㼍㼚㼑使用し施設内の 

Ṍ行は自❧している。 

その：᫆⑂労性あり（身体・⢭⚄的⑂労） 

利用ࢧーࣅス：通所リࣅࣁリࢸーション（ㆤ） 

ゼၥリࣅࣁリࢸーション（ㆤ） 

（㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖ）ͤＢ㝔入㝔୰にデ  ᩿

軽度の注意障害を୰᰾≧として、記憶障害・遂行機能

障害・༙ഃ✵間↓どなの高次脳機能障害が認められる。 

（作業遂行能力）一度ᛮい㎸むとᛮ⪃や行動をษり᭰える

ことがⱞ手であり、おかしいことにẼ࡙いても確認す

る等の適した行動をとることが出᮶ない場㠃がある。▐

時のุ᩿での見ㄗりや見ⴠとしなの࣑スが生じやすく、

⑂労時はุ᩿のᣋຎさが㢧ᅾしやすいため、情報㔞のไ

㝈と見┤しのᚭᗏが必要。 

 

㸳 経過 

(1) ⮬❧カ⦎（ᶵ能カ⦎）㛤ጞ 

平成[[年㸲月より機能カ練ࢧーࣅスを利用開ጞする。開

ጞ時に本人より、「左手で教⛉書なをᣢちたい」「ᯈ書

が出᮶るようになりたい」「᮫や具を使わずに㝵段の上

り下りもྵめてṌきたい」とᕼᮃがあった。そこで、⌧時

点で出᮶る動作、なんとか出᮶そうな動作、出᮶ない動作

の確認を行った（表）。 

利用開ጞ㸯㹼２ࣨ月では、体力࡙くりとṌ行動作を୰ᚰ

に練習を行った。Ṍく㊥㞳が㛗くなると⑂労感と一⥴に麻

痺ഃ上肢の➽⥭ᙇのஹ進が見られやすく、左ྑへのࡩらつ

きも見られるようだった。ಶ別練習以外でも、本人と自主

練習のプログラムを⪃え行った。また、支援会㆟を行い進

捗≧ἣの確認を行った。事業所とも㐃ᦠし、入ᾎ動作と

㌴のり㝆りについては通所リࣅࣁリࢸーション、ᩚᆅ

Ṍ行やストレッࢳについてはゼၥリࣅࣁリࢸーションとᙺ
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を分担しながら支援を行った。 

３㹼㸲ࣨ月では、Ṍ行時の᮫と下⭣具が外れ入ᾎ等の

動作も自❧レ࣋ルとなった。麻痺ഃ上肢・手指は軽度の改

善が見られ、軽い≀であれࡤᥱってᢕᣢすることができた。

そこで、ノートなを麻痺ഃでᢕᣢしながら㠀麻痺ഃでᯈ

書する練習を開ጞした。ᯈ書練習開ጞ時はྑഃに字がᐤっ

てしまっていたが、⧞り㏉すことでᚎࠎに左ഃへ書くこと

ができるようになっていた。 

本人のᕼᮃにより、平成[[年㸶月より就労⛣行支援へ

スษり᭰えを行う。ษり᭰え後も⥅⥆して行ってࣅーࢧ

しいと本人と就労⛣行支援担当者より要ᮃがあり、その後

も⥅⥆して支援を行った。 

表 

ฟ᮶䜛ືస 
䛺䜣䛸䛛ฟ᮶䜛ືస 

㻔ຓ䛜䛒䜛㻕 
ฟ᮶䛺䛔ືస 

ල䛸᮫䛷Ṍ䛡䜛 ධᾎ ⯡ 

䛤㣤を㣗䜉䜛 ㌴の䜚㝆䜚 ㌴の㐠㌿ 

╔᭰䛘 ᆏ㐨䜔◁㐨をṌ䛟 ス䝫ー䝒 

䝖䜲䝺䛻⾜䛡䜛   

ṑ☻䛝   

 

(2) ᑵປ⛣行ᨭのサーࣅス変更 

平成[[年㸶月より、就労⛣行支援へࢧーࣅスをษり᭰え

る。しかしながら、麻痺ഃの㐠動等、⥅⥆的な機能カ練を

実施したうえで、就労⛣行支援を行う。 

復職後に活用できる形で、ᤵ業㈨ᩱ‽ഛを行う。ノート

パソコンにて、Ṕྐ、ᆅ理、බẸについて、それࡒれの㈨

ᩱ作成を進める。遂行機能障害にて、ィ⏬的な㈨ᩱ作成が

難しい場㠃が発生したため、月༢でィ⏬を❧て、遂行す

ることを支援する。また、㐌に一度、職ဨを対象にしたᤵ

業を実施する。そのことで、発障後のᤵ業実施について、

自信をもてない≧ែが⥆いていたが、⧞り㏉しᤵ業を実施

することで、次第に自信を形成していった。 

(�) 復職に⮳るࡲで 

本人、ᐙ᪘、援ㆤ実施者、学ᰯ㛗、ケアマネジࣕー、ゼ

ၥリࣅࣁリࢸーション（㻼㼀）、通所リࣅࣁリࢸーション

（O㼀）、就業・生活支援センター参加のもと、定ᮇ的な

支援会㆟を実施する。 

支援会㆟にて、復職までのὶれ、学ᰯഃでの合理的㓄៖、

ఫ場所の設定等についてヰし合う。また、支援会㆟参加者

対象にᤵ業を実施し、学ᰯ㛗等からホ౯をཷける。 

就労⛣行支援を利用した当ึは、本人のなかで、復職後

の業務遂行、一人での生活について、イメージがᣢてない

≧ែであった。そのため、定ᮇ的に支援会㆟を実施するこ

とで、イメージ形成を図った。また、各関ಀ機関のᙺを

明確にすることで、本人がᏳᚰできる支援体ไの確❧と、

復職後のษれ目のない支援体ไをᵓ⠏した。 

平成[[年11月に㏥所し、その後、学ᰯഃが‽ഛした実習

を行い⩣年２月より復職することができた。 

 

㸴 ࡲとࡵ 

ᅇ、機能カ練から就労⛣行支援を実施した⤖果、復職

（一般就労）までの一㐃のὶれを⤒㦂した。機能カ練によ

り身体機能が向上し、本例が⌧≧で�できる!能力に目を

向ける変をもたらした。しかし、身体機能の向上は見ら

れたが、実際の就労場㠃に求められる能力とはఱかとᝎむ

ことがあった。Ṋ田{Ϳ は、ᡃࠎは自分の知識やᢏ⾡そし

て就労支援に対する組⧊の体ไを認識し、その≧ἣにᛂじ

て自分ができること・しなけれࡤならないこと、のᑓ門

的な施設や職種に౫㢗しなけれࡤならないことを明確にᢕ

ᥱする必要があると㏙べている。 

就労⛣行支援でᤵ業㈨ᩱの‽ഛཬࡧ、ᤵ業の実施を通し

て、できること・しなけれࡤならないことを明確にした。

また、支援会㆟を実施することで、各関ಀ機関のᙺを明

確にして㐃ᦠすることで、支援体ไのᵓ⠏を図った。 

�できる!とは⌧≧能力で行えていることである。ಶ別の

カ練を通して自身でẼ࡙くことも㔜要である。「できな

い」とᛮっていたことが出᮶たという成ຌ体㦂の積み㔜ࡡ

により、新たなことにᣮᡓする意ḧになり、�できること!

に目を向ける機会がቑえていくと⪃える。 

本例を通して身体機能の向上と関ಀ機関の㐃ᦠした支

援を実施することで、自信や就労意ḧを高めることに⧅が

るとᛮわれた。自❧カ練（機能カ練）が就労⛣行支援の一

ഃ㠃を担うことで就労の可能性をᣑげられるのではないか

と⪃える。 

 

㸵 今後の課題 

就労⛣行支援をイメージした際、職場実習の実施、就

業・生活支援センターやࣁロー࣡ークとの㐃ᦠした支援を

イメージすることがከい。それらの㐣⛬の୰で、⒪法ኈ等

が行っている「動作アࣂࢻイス」や「模擬動作練習」等も

一つの就労⛣行支援となりうると⪃える。後、機能カ練

と就労⛣行支援が㐃ᦠした支援を定╔させるために職種や

作業内ᐜ・対象者にᛂじた支援を実施していくᰂ㌾性が必

要と⪃える。 

 

【参考文献】 

㸯) Ṋ田正๎ 障害者の就労支援 理学⒪法学第42ᕳ第4号㹮

360-364 2015 

 

【連絡先】 
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㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖの方の復職ᨭに向けての実践報࿌ 

㹼ᮐᖠの⌧≧と課題㹼 
 

 ゅ井 ⏤ె  （㻺㻼O法人クロスジョブ クロスジョブᮐᖠ 就労支援ဨ（作業⒪法ኈ））ۑ

ఀ⸨ ┿⏤美（㻺㻼O法人クロスジョブ クロスジョブᮐᖠ） 

㎷ ᐶஅ    （㻺㻼O法人クロスジョブ クロスジョブ㜿ಸ野） 

℈田 和⚽  （㻺㻼O法人クロスジョブ） 
 

㸯 ࡵࡌࡣに   

障害者雇用⋡のᘬき上げにకい、障害者雇用について

年ࠎᣑしている୰、高次脳機能障害の方の復職支援は働

き方改㠉のᰕであるといえる。また、高次脳機能障害の方

は発を機に身体㠃、高次脳機能㠃共に以๓出᮶ていたこ

とが難しくなってしまう⌧≧に┤㠃する。障害を負った上

でめていた職場に復帰をするということは自ᕫ⫯定感の

⋓得、自信の⋓得につながることがゝえる。対に障害

ᨾに復職が実⌧しなかった、復職したがኻᩋが⥆き解雇と

なった場合の႙ኻ感のᙉさはᐜ᫆に想ീが出᮶、その後の

人生においてもきく左ྑすることが⪃えられる。 

2017年度よりఇ職୰の方の就労⛣行支援事業所利用が可

能となり、ᅜ的にᚎࠎに就労⛣行支援事業所を利用して

の復職支援に広がりをみせている。 

しかしᮐᖠᕷの⌧≧としては復職ᕼᮃの方の利用がチ可

されていない⌧≧にある。クロスジョブᮐᖠの支援⠊ᅖで

あるᮐᖠᕷ、ᑠᶡᕷ、▼⊁ᕷでもఇ職୰の方の復職に向け

た支援のᕼᮃが関ಀ機関からከᩘ⪺かれているが、┦ㄯを

ཷけるまでにとまっており、きなၥ題とゝえる。 

ᅇ、ఇ職୰の高次脳機能障害の方の就労⛣行支援事業

所利用の実⌧に向けて当事業所の取り組みと⌧≧の課題を

報告する。 

 

㸰 クࣟスジョࣈᮐᖠについて 

 就労⛣行支援事業所クロスジョブは本部を㜰にᵓえ、

2010年より事業を開ጞしている。クロスジョブᮐᖠは㸵か

所目の事業所として2017年㸲月より開設となった。2019年

㸶月の段㝵で19ྡの高次脳機能障害の方が利用し、うち㸵

ྡが就労㏥所している（図㸯）。年代別ᝈの内ヂとして

はきな೫りはなく20代から60代までのᵝࠎなᝈの方が

利用されている（図２）。⤂ඖとしてはᅽಽ的に病㝔か

らの⤂がከく見られている（図３）。 

 

図㸯 クࣟスジョࣈᮐᖠᨭ≧ἣ 

 

 

図㸰 ᖺ㱋ูᝈの≧ἣ 

 

 

図３ ⤂ඖ 

 

３ ⌧≧の課題 

 上記でᣲげたように、高次脳機能障害の方は་⒪機関

（病㝔）からの┦ㄯがከく、入㝔୰の方や外᮶リࣅࣁリ୰

の方が༙を༨めている。ఇ職୰で復職支援として利用可
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能かという┦ㄯもከく2017年開所᪥から2019年㸵月ᮎの段

㝵で約40௳㏆くの┦ㄯを㡬いている。 

クロスジョブ事業所がある㜰、㈡┴ⲡὠᕷ、㫽取

┴⡿Ꮚᕷに関してはすべてにおいて復職支援での利用チ可

が下りている≧ἣであり実⦼も見られጞめている。高次脳

機能障害の方がከᩘ利用しているクロスジョブ㜿ಸ野では、

ไ度改正された2017年から2019年㸵月ᮎの段㝵で高次脳機

能障害18ྡの方が利用となり、うち復職支援目的での利用

は㸳ྡ。㸲ྡが復職されている。クロスジョブᱵ田では

2019年㸲月より復職支援のཷけ入れを開ጞ。㸳か月の段㝵

で㸲ྡの復職支援利用が開ጞとなっている。うち㸯ྡが復

職となった。クロスジョブⲡὠでは障害者職業センターの

‽ഛ支援を利用後、事業所利用となり、⥅⥆的に復職支援

を行っているといった事例も見られている。 

 しかしᮐᖠᕷ1）の見解としてはఇ職୰で復職見㎸みのあ

る方についてはཎ๎として就労⣔ࢧーࣅスの利用はチ可し

ないものと提ゝしており、対象となる方がいる場合はࣁ

ロー࣡ークや、リ࣡ーク支援を行っている་⒪機関での利

用、障害者職業センターでのリ࣡ーク支援、‽ഛ支援を利

用するよう指示されている。しかし実際は、リ࣡ーク支援

を行っている病㝔、クリࢽックは⢭⚄ᝈの方を対象とし

たプログラムがከく、内ᐜが必ずしも高次脳機能障害の方

にマッࢳするかというとၥがṧる。またリ࣡ーク支援を

行っている་⒪機関2）からࠗ་⒪での就労支援から開ጞし、

ᚎࠎに就労⛣行支援事業所等での支援にシフトしていくこ

とで、་⒪リ࣡ークでは༑分となりがちな職業的就労支

援を施設と㐃ᦠし、それࡒれの機関のᙺを補完し合い

ながら、一人の利用者に関わって行く必要がある。࠘とい

う意見も⪺かれている。 

 障害者職業センターの利用も進められているが、３か月

の‽ഛ支援終了後、就労⛣行支援事業所を利用し支援を⥅

⥆出᮶ないかという┦ㄯも⪺かれている。 

そんな୰でᮐᖠᕷでの復職支援が出᮶ない⌧≧は῝้な

ၥ題とゝえるのではないか。 

 

 ࡳ⤌ࡾྲྀ ４

 ᮐᖠᕷの⌧≧の課題に対し、関ಀ機関にၥ題提㉳として

発信させていただいた。以下に各関ಀ機関の動きを⤂す

る。 

(1) ་⒪ᶵ㛵 

 高次脳機能障害のᣐ点病㝔の支援コーデネーターの方

のࡧかけで㐨のソーシࣕル࣡ーカー協会の協力のඖ、

ᾏ㐨ᇦを対象にアンケート調査を実施。ఇ職୰の方、復

職を目指す方の᥀り㉳こしを行った。アンケートは࢙ࢳッ

ク方ᘧを使用し、対象となるᝈ者の≧ἣに合わせてᅇ⟅し

ていただいた。設ၥの内ᐜとしてはࠗ年㱋ᒙ࠘ࠗ性別࠘

ࠗ病ྡ࠘のᝈ者ಶ人の≧ែの⪺き取りの、ࠗ入㝔୰の支

援方法࠘ࠗ業調ᩚの有↓࠘なの入㝔୰の支援内ᐜや

ࠗ㏥㝔後の方向性࠘ࠗ㏥職になった場合の理⏤࠘な㏥㝔

後の⤖果のᢕᥱを行い、㐨の་⒪機関で務している

ソーシࣕル࣡ーカーへ㓄ᕸし対象者の᥀り㉳こしを行って

いる。 

 ⌧段㝵でアンケートの実施を開ጞしたところであるため

後⤒㐣を報告していく。 

(2) ᐙ᪘ 

 脳外യの会のᙺဨの方に協力を㡬き、対象となる事例

の᥀り㉳こしを実施。その後ういった働きかけがⰋいの

かを適宜㐃⤡調ᩚをさせて㡬き対ᛂしていくこととした。 

(�) ᨭᶵ㛵 

 高次脳機能障害に特して支援を行っている就労⛣行支

援事業所や就労⥅⥆支援事業所のスタッフの協力のඖ、㐣

ཤに対象となる利用者やၥい合わせがあったかうかの事

例の᥀り㉳こしを౫㢗。 

 また、実際にఇ職୰のリ࣡ーク支援を行っている障害者

職業センターにも協力を㡬き、後の動きに関して意見

の場を㡬く予定としている。まずはᮐᖠᕷの⌧≧をᢕᥱ

していくことから取り組んでいる≧ἣであり、後⤒㐣の

報告をしていきたい。 

 

㸳 ࡾࢃ࠾に 

 ᅇ、ఇ職者の復職に向けた就労⛣行支援事業所利用の

実⌧を㢪い、ᮐᖠᕷの⌧≧と取り組みを報告した。⌧≧で

はၥ題提㉳の段㝵であり、ၥ題解決には⮳っていないが、

後ᮐᖠᕷでも就労⛣行支援事業所の利用が可能となるこ

とで、་⒪⌧場では㝈⏺がある「業調ᩚをྵめた復職支

援」「業への雇用管理ࢧポート」なにより「当事者のᘬ

きこもり㜵Ṇཬࡧᐙ᪘支援」と当事者の就労生活を支える

ことが出᮶る。それが、ᅾ職者の⥅⥆雇用、障害者雇用の

ᣑに⧅がり業ഃのメリットもきい。後ၥ題解決に

向け積極的な取り組みを⥅⥆したい。 

 

【参考文献】 

1) ᮐᖠᕷ保福祉ᒁ障がい保福祉部障がい福祉課：就労⣔

 $）�p.15，（2017）	スに関する手ᘬき（4ࣅーࢧ

2) うつ病リ࣡ーク◊✲会・◊ಟጤဨ会：་⒪ᚑ事者向け◊ಟࢸ

 スト�p.35-37，ᰴᘧ会社アクセア（2017）࢟
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アシスティブテクノロジー（ＡＴ）を活用した高次脳機能障害者の就労支援 
㸫職業センターでのྲྀ⤌≧ἣ㸫 

 

 （ンセラー࢘障害者職業総合センター職業センター開発課 障害者職業カ）井上 満佐美ۑ

ὸ井 Ꮥ一㑻（障害者職業総合センター職業センター開発課） 
 

㸯 ࡵࡌࡣに 

障害者職業総合センター職業センター（以下「職業セン

ター」という。）では、高次脳機能障害を有するఇ職者を

対象とした職場復帰支援プログラムと求職者を対象とした

就職支援プログラム（２つのプログラムを総⛠して以下

「支援プログラム」という。）の実施により、障害理解の

῝、障害の補完手段と対ฎ行動⋓得のための支援ᢏ法を

開発し、ᆅᇦ障害者職業センターをはじめとするᆅᇦの就

労支援機関等に対して伝㐩・ᬑཬを行っている。 

支援プログラムでは、対象者のアセスメント⤖果をもと

に具体的な補完手段を提案し、効果のあったものを⧞り㏉

し実践するなかで補完手段の定╔を図ってきた。しかし、

補完手段によっては、認知的な負担があること等から定╔

が難しい場合もあり、新たな取組が求められている1)。 

こうした୰、情報通信ᢏ⾡のᬑཬ・発ᒎは目ࡊましく、

モࣂイル➃ᮎ（ᦠᖏ㟁ヰ・Ｐ㹆㹑ཬࡧスマートフォン）を

保有しているୡᖏは 95.7㸣、パソコンを保有しているୡ

ᖏは 74.0㸣に㐩している 2)。障害を支援する機器やᢏ⾡

はアシスࢸブࢸクノロジー（以下「ＡＴ」という。）と

ࡤれ、特別支援教育や就労支援 3)において、ＡＴを活用

した支援が広まっている。 

本発表では、ＡＴを活用した支援について、㡿ᇦの≧

ἣをྵめて概ほするとともに、支援事例を⤂する。᭱後

に、⌧時点での課題と後の方向性について報告する。 

 

㸰 ＡＴを活用したᨭについて 

(1) 㧗ḟ⬻ᶵ能㞀ᐖ⪅にᑐするＡＴの活用について 

粂田（2008）4)は、障害者向けに開発された機器だけで

なく、一般向けにᕷ㈍されている機器・用具が高次脳機能

障害によるၥ題を解決するために利用できると㏙べ、スケ

ジュール管理にᦠᖏ㟁ヰを利用した事例を⤂している。 

支援プログラムཷ講者のなかにも、スケジュール機能や

タイマー機能を効果的に活用している者がいる。 

(2) 㡿ᇦの≧ἣ 

岡（2013）5)は、特別支援教育におけるᇶ本的な⪃え方

が、３つの点で変していることを指し（表㸯）、それ

に合わせてＡＴを活用する必要があると㏙べている。この

ことは就労支援でＡＴを活用するときもྠᵝであると⪃え

られる。 

 

 

表㸯 ≉ูᨭᩍ⫱に࠾ける基本的な考え方の変 

変Ⅼ 変の概要 

㞀ᐖほ ಶே≉性と⎔ቃࡀうࡃࡲ㐺ྜすࠊࡤࢀ㞀ᐖࡀప

ῶさࢀる 

能力ほ 㐨ල（ࢯࣃコンࡸᦠᖏ電話など）を使いこなし

たうえでのࣃフォーマンスでಶேの能力をホ౯

する 

ᑐᛂ方法 ࠕᅔࡾឤࠖでၥ題をᤊえࠊၥ題ゎỴの㐨➽を᫂

☜にする 

 

３ 事例⤂ 

(1) タッ࢟ࢳー࣎ードの手᭩ࢿࣃࡁルを活用した事例 

ア Ａさんの概要 

40歳代、男性、脳᱾ሰによる高次脳機能障害（ኻㄒ） 

イ アセスメント結果 

࣡ークࢧンプルᖥᙇ∧（以下「MWS」という。）「文

書入力」を行ったところ、見本文の漢字がとん読めず、

漢字にࡩりがなをる必要があった。また、かなをローマ

字に変するのに時間がかかることがあった。 

職場復帰後の想定職務を事業所に確認したところ、「報

告書の作成業務」がᣲげられた（表２）。 

 

表㸰 ࠕ報࿌᭩の作成業務ࠖの概要 

作業の概要 ┿（MSHJ）と᪥報（:oUd）をࡶとに報࿌

᭩（([FHO）を作成する 

必要なス࢟ル ┿を㑅びࠊ報࿌᭩に࣌ーストする 

᪥報ࡽ文❶をコࣆーしࠊ報࿌᭩に࣌ース

トする（ࡲたࡣ㐺ษな文❶を入力する） 

⌧場ྡࡸ᪥などを入力する 

 

以上のことから、文字（特に漢字）入力の自❧度を向上

させることが課題となった。 

ウ 提案した補完手段 

(ｱ) ࣟーマᏐ表のᥖฟ 

パソコンのᶓにローマ字表を❧てかけ、Ａさんが㝶時確

認できるようにした。ローマ字変に㏞う時は㝶時ローマ

字表を確認することで、時間▷⦰につながった。 

(ｲ) タッ࢟ࢳー࣎ードの手᭩ࢿࣃࡁルの活用 

タッ࢟ࢳー࣎ーࢻの手書きパネルは、マ࢘スなを使っ

て手書きで文字を入力できる機能である。形を模ೌできれ

ೃ補となる文字が表示され、選択して入力できること、ࡤ

から、Ａさんにも利用可能と⪃え、提案することにした。 
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提案にあたり、口頭説明では伝わりにくいことが予想さ

れたため、やり方をスタッフが実演したところ、Ａさんは

提案をすぐに理解し、取り組むことができた。 

エ その後の経過 

MWS「文書入力」を実施し、分からない漢字を手書き

パネルで入力する練習を行ったのちに、事業所の協力を得

て「報告書の作成業務」に模擬的に取り組んだ。形の似て

いる文字（例：力（ちから）／カ（カタカナ））を間違え

ることはあるが、独力で報告書を作成することができた。 

見本を見て定型的な入力作業を行うことが可能となった

ことから、事業所は復職後の職務に「データ入力」を追加

することを決定。Ａさんの仕事の幅を広げることができた。 

(2) スマートフォンで情報管理した事例 

ア Ｂさんの概要 

30歳代、男性、脳出血による高次脳機能障害（注意障害、

記憶障害、病識低下）・身体障害（左上下肢） 

イ アセスメント結果 

事業所に職場復帰後の想定職務を確認したところ、明確

ではないものの本社スタッフ部門での復職を予定しており、

必要な能力が以下のように示された（図）。 

 

・Ｐ（計画）Ｄ（実践）Ｃ（検証）サイクルによる業務遂行

能力 

・ワード・エクセルなど基本的なＰＣ操作 

・電話によるコミュニケーション 

・グループでのコミュニケーション及び議事録作成 

図 復職に際して必要な能力 

 

Ｂさんは左上肢に麻痺があり、書字の際に紙を押さえる

ことができないため、字形が崩れ、後で読み間違えること

があった。メモを取ることに身体的な負担も感じており、

業務遂行上必要な情報管理を、正確かつ負担感なく行う方

法を検討することが課題となった。 

ウ 提案した補完手段 

(ｱ) スマートフォンに情報を集約する 

Ｂさんはもともとスマートフォンの各種アプリケーショ

ン（以下「アプリ」という。）を使って情報を管理してい

た（表３）。スマートフォンの使用はメモを取ることによ

る身体的な負担の軽減にもつながるため、スマートフォン

の活用を積極的に支援することとした。 

 

表３ 使用した主なアプリ 

アプリ 目的 

To-do タスクの管理 

カレンダーアプリ スケジュールの管理 

マインドマップアプリ 考えていることの整理 

(ｲ) 入力方法の変更 

スマートフォンへの入力は、フリック入力を使用した。

また、さらに負担を軽減する目的で、音声入力について情

報提供した。 

エ その後の経過 

Ｂさんは支援プログラム終了からおよそ２か月後、業務

の進捗管理担当として職場復帰した。 

職場では、スケジュールやタスクはOutlook（Microsoft

のスケジュール管理ソフト）に入力し、部署内で共有して

いる。また、社外ではスマートフォンで情報を入力するこ

ともあるが、必ずOutlookに情報を集約している。スケ

ジュールは時間になるとポップアップ表示するように設定

し、次の予定を参照しやすいようにしている。 

このようにパソコンとスマートフォンを適宜使い分けて

職務にあたっている。 

 

４ 課題と今後の方向性 

(1) 課題 

ア ＡＴの活用を提案する段階 

支援者がＡＴの活用を提案する場合、支援者自身がＡＴ

でできることや支援事例を知っていること、対象者の困り

感に合わせて提案できることが求められる。 

イ ＡＴを身につける段階 

記憶障害のある高次脳機能障害者に新たな事柄を学習さ

せることは一般的に困難である。効果的に支援するための

工夫点や留意点を明らかにしておくことが必要である。 

ウ ＡＴを職場で使う段階 

職場復帰を目指す事例では、職場復帰後の職場環境を確

認したうえで導入するＡＴを選択する必要がある。 

(2) 今後の方向性 

ＡＴを活用した高次脳機能障害者の就労支援の概要、実

施方法、実施上の工夫や留意事項、支援事例等を取りまと

めた実践報告書を令和２年３月に発行する予定である。 
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